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区
画
整
理
事
業
は
住
民
と
の
合
意
の

上
で
す
す
め
る
こ
と
が
大
前
提 

 

中
森
議
員
は
、
「段
原
再
開
発
な
ど
の
区

画
整
理
事
業
は
、住
民
の
生
活
を
直
接
左
右

す
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
住
民
と
充
分
合
意
を

図
り
な
が
ら
進
め
る
と
い
う
慎
重
な
姿
勢

が
必
要
だ
」と
述
べ
、
現
状
の
取
り
組
み
に
つ

い
て
質
問
し
ま
し
た
。 

佐
々
木
克
行
段
原
再
開
発
部
計
画
課

長
は
、
10
月
29
日
に
土
地
区
画
整
理
審
議

会
で
第
１
工
区
の
仮
換
地
指
定
の
了
承
を

う
け
、
10
月
31
日
に
住
民
に
仮
換
地
指
定

通
知
を
発
送
、
現
在
、
移
転
保
証
金
算
定
の

た
め
に
物
件
調
査
中
で
あ
る
と
説
明
し
ま

し
た
。 

公
共
事
業
見
直
し
委
員
会
の
議
論
で
は
、

事
業
の
中
止
も
あ
り
う
る
状
況
を
う
け
、
中

森
議
員
は
、
「今
の
財
政
状
況
で
は
、
総
事
業

費
５
百
億
円
を
超
え
る
こ
の
巨
大
事
業
の
実

施
は
極
め
て
困
難
で
は
な
い
か
」と
市
の
見

解
を
た
だ
し
ま
し
た
。 

佐
々
木
計
画
課
長
は
、
同
委
員
会
に
対

し
、意
見
書
や
費
用
便
益
分
析
な
ど
事
業
の

必
要
性
に
つ
い
て
理
解
し
て
も
ら
え
る
よ
う

多
く
の
資
料
を
提
出
し
て
い
る
と
述
べ
、
12

月
26
日
の
同
委
員
会
の
結
論
を
う
け
て
方

針
を
検
討
す
る
と
答
え
ま
し
た
。 

住民との移転交渉は一旦中止すべき 

中
森
議
員
は
、
住
民
が
報
道
な
ど
を
通

じ
て
事
業
中
止
の
可
能
性
も
あ
る
こ
と
を

知
っ
て
い
る
中
で
、
実
施
を
前
提
に
住
民
と

移
転
交
渉
す
る
の
は
問
題
だ
と
指
摘
。 

佐
々
木
計
画
課
長
は
、
「一
旦
中
止
さ
れ

れ
ば
国
庫
補
助
金
が
打
ち
切
ら
れ
、
財
源
が

確
保
で
き
な
く
な
る
。
県
警
察
学
校
の
移
転

も
中
止
、
段
原
中
学
校
の
移
転
計
画
も
白

紙
と
な
り
、再
開
発
事
業
を
廃
止
せ
ざ
る
を

得
な
い
事
態
と
な
る
」と
述
べ
、
同
委
員
会
か

ら
理
解
を
得
ら
れ
る
よ
う
努
力
す
る
と
答

弁
。
現
時
点
で
は
、
03
年
度
の
業
務
は
計
画

ど
お
り
進
め
て
い
く
考
え
を
示
し
ま
し
た
。 

こ
の
答
弁
を
う
け
、
中
森
議
員
は
、
市
が

あ
く
ま
で
も
実
施
を
前
提
に
住
民
と
接
す

れ
ば
、
住
民
か
ら
疑
念
が
生
じ
る
と
再
度
指

摘
し
ま
し
た
が
、
喜
多
川
寛
段
原
再
開
発
部

長
は
、
「
住
民
の
み
な
さ
ん
は
、こ
ぞ
っ
て
事
業

を
進
め
て
ほ
し
い
と
言
わ
れ
る
。
市
と
し
て

は
、
地
域
の
意
見
を
聞
き
な
が
ら
、
業
務
を

推
進
し
て
き
て
い
る
」と
述
べ
、
住
民
の
意
向

は
充
分
把
握
し
て
い
る
と
答
え
ま
し
た
。 

中
森
議
員
は
、
「
住
民
が
、
こ
ぞ
っ
て
事
業

の
実
施
を
望
ん
で
い
る
と
言
わ
れ
た
が
、
実

施
を
望
ま
な
い
声
も
あ
る
。
何
十
年
に
も
わ

た
り
、
再
開
発
事
業
を
理
由
に
住
民
生
活

を
不
便
に
し
て
き
た
経
過
も
事
実
と
し
て
あ

建
設
委
員
会 

12
月
17
日 

  

中
森
辰
一
議
員
の
質
問 

大型焼却炉とゴミの減量を考える 
とき：2月14日（土）午後1時30分～4時  ところ：安佐南区民文化センター ３階 大会議室   

パネリスト：岩佐恵美さん（日本共産党参議院議員） 

中根周歩さん（広島大学大学院教授・環境生態学） 

竹内  功さん（広島市環境局環境政策課 課長） 

シンポジウム 
食の安全とゴミの減量を
考える実行委員会主催 

問い合わせ先 

広島北民主商工会 ＴＥＬ 082－８７９－４０６０ 

実行委員会事務局・名越 ＴＥＬ 082－８７9－６９８０  

る
」と
強
調
し
、
最
終
結
論
が
出
る
ま
で
は
、

住
民
に
事
情
を
説
明
し
て
作
業
を
一
旦
中

断
す
べ
き
と
指
摘
し
ま
し
た
。 

喜
多
川
再
開
発
部
長
は
、
「昭
和
46
年

に
都
市
計
画
決
定
し
て
32
年
経
過
し
て
お

り
、
市
と
し
て
は
大
変
重
要
な
課
題
と
い
う

認
識
で
進
め
て
い
る
。
住
民
の
混
乱
を
招
く

と
い
う
指
摘
だ
が
、
仮
換
地
の
発
表
の
際
も
、

現
状
を
住
民
に
説
明
し
て
い
る
つ
も
り
だ
」

と
答
え
、
住
民
の
理
解
を
得
な
が
ら
進
め
て

い
く
と
の
考
え
を
示
し
ま
し
た
。 

【訂正とおわび】 市議団ニュースNO.562で、実行委員会事務局・名越さんの電話番号がまちがっていました。上記のとおり訂正し、おわびします。 

住
民
は
事
業
実
施
が
困
難
な
状
況
を
知
っ
て
い
る 

市
が
あ
く
ま
で
も
実
施
前
提
で
住
民
と
接
す
れ
ば 

住
民
と
行
政
の
間
の
信
頼
は
失
わ
れ
る 

公共事業見直し委員会では．．． 

12月26日の第9回会合に提出された座長私案で、段原再開

発事業は、「04年度予算は認めるが、事業の抜本的見直しの

必要のある事業」として分類され、「見直しが不可能であれば

中止とする」との条件がついていました。 

論議のなかで委員からは、「便益が見込まれない段原再開

発だけを特別扱いできない」との意見が出され、座長私案に

対しても、「04年度予算の確保といっても、なんのための予算

か明確にしないとなし崩しで事業が進んでしまう」との指摘が

出され、事業見直しのための予算という条件をつけることで

委員会は合意しました。 

事業見直しの結論がでるまでは 段原再開発区画整理事業（東部地区） 



 十分な補修費が不可欠  

 

 財政難を反映して、市営住宅の建替え目安の築年数が

以前の35年から50年以上になり、十分な補修費用が必要

です。中森議員は、来年度予算編成における住宅整備費

の確保の取り組み状況を聞きました。 

 市は、「外壁改修などの普通建設事業費は３０％カット、応

急修繕などの維持補修費は７％カットとなっているが、工夫

をしながら整備費の確保に努めたい」と答弁。 

 中森議員は、「最大限の確保に努めてもらいたい」と強調

しました。 

 

 新たな課題として認識を問う 

 

１２月議会一般質問（中森議員）で、秋葉市長は住宅政

策について初めて答弁し、「住宅団地の高齢化の進行が

新たな課題を生じている」という認識を示しました。中森議

員は、担当局としての受け止めを聞きました。 

 市は、「集合住宅や郊外の団地で急速に高齢化が進み、

高齢者の福祉、コミュニティの維持、防犯など様々な問題が

生じている。郊外団地では、今後一斉に高齢化が進むため

こうした現象が顕著に表れ、郊外団地の特徴として、丘陵地

で高低差があり移動が困難で行動範囲が制約されるなど

様々な問題が生じる」と答え、実態調査を行い、結果を踏ま

えて取り組む意向を示しました。 

 

 エレベーター設置の拡充を 

 

 市の６５歳以上の高齢者比率は１５．７％です

が、市営住宅の入居者では約２８％と２倍近い

高齢化率です。中森議員は、これに対応するた

めにもエレベーター設置の拡充を求めました

（現在、廊下型市営住宅の整備：02年度3基、03

年度４基設置が予定）。 

 市は、「設置可能な廊下型住宅へのエレベーター設置を

進める。階段室型市営住宅には、エレベーターを設置して

も半階分は階段が残るので完全なバリアフリー化ができな

いことや電気代の負担増に居住者から賛否がある」と答え

ました。 

 また、従前からの中森議員の指摘を受けて市が調査した

ところ、階段室型の住宅でもバリアフリー化が可能な住宅

は１５団地、５４棟ありました。中森議員は、要望があれば設

置へ向けた検討を求めました。 

 若い世代の地域へ  

 の定着のために 

  

 中森議員は、若い世代の住宅対策について質問し、「団地のコ

ミュニティには様々な年代が住むことが大事」と指摘しました。 

 公営住宅法の改定で、入居基準が政令月収20万円以下にな

り、若い世帯が入っても収入が増えると退去の対象になります。ま

た、単身者の申し込み基準は50歳以上なっており、若い人が排除

されるような仕組みになっています。 

 中森議員は、「法律上の制約もあり行政だけでは難しいが、課題

意識を持って国に改善を要望するなどしてもらいたい」と求めまし

た。また、若い世代の高失業率にも触れ、青年の地域定着のため

にも住宅政策の必要性を強調。空いた社宅の活用など含めて検

討するよう要望しました。 

市は、「公営住宅法は、特に高齢者や障害者などを除いて、入

居資格として同居親族要件があり、民間賃貸住宅市場では単身

者向けの住宅は比較的供給量が多いが、家族向けは市場での

供給が不充分なので同居親族が必要としている。広島市も同

様の状況なので、家族向け住宅の供給に力を注いでいきた

い」とのべました。 

 

 離婚調停中やＤＶ被害者も入居申  

 し込みは可能―市民に周知を  

 

離婚交渉中であっても、離婚が成立していない場合は市営

住宅の申し込みができません。離婚手続きが成立していても

経済的理由で新居が見つからず同居を余儀なくされている

女性は母子支援制度も利用できないため、新住居が定まるこ

とが問題となり、市営住宅の申し込みを認めるべきです。ま

た、夫からの暴力（ドメスティック・バイオレンス）から逃

れようとする女性は離婚未成立の場合がほとんどで、未成立

の状態で別居する必要が出てきます。 

中森議員は、離婚交渉中やＤＶ被害者であることが客観的

に明らかな場合は、入居の申し込みができるようにするべき

だとただしました。 

 市は、「夫婦別居の申し込みはできないのが原則だが、離

婚調停中の場合は、入居期限内に離婚が成立することを条件

として申し込みができる。ＤＶ被害の場合は、公的機関によ

る証明書（裁判所の保護命令、児童扶養手当等の証明書等）

の提出があれば、法律上の離婚が成立していない場合でも申

し込みを受け付けるように対応している」と答えました。 

 中森議員は、市民への周知徹底を求めました。 

住宅整備費 

高齢化対策 

バリアフリー 

若い世代の 

住宅対策 

母子家庭 

支援策 

市営住宅 

整備費確保を最優先に  

04年度予算編成  


